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事 務 所 だ よ り  

 
 

平成３０年７月号 

 

     の提出時期となりました！ 

労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の提出期限が平成 21年度より同じ時期（7月 10日）となり９年

が経ちます。 総務担当者のみなさまも私たち社会保険労務士も忙しい時期となりました。 

労働保険の年度更新（提出期限 ６月１日～７月１０日） 

労働保険の保険料は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までの 1

年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての

労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保

険料率を乗じて算定することになっています。労働保険では、保険

年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定

した後に精算するという方法をとっています。したがって、事業主は、

前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年

度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要とな

ります。これが「年度更新」の手続きです。この手続きは、毎年6月1

日から 7月 10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅

れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金（納付

すべき保険料・拠出金の 10％）を課すことがあります。今年の雇用

保険料率は平成 29年度と同様で変更はございません。（労災保険

料率の変更は一部ありますのでご注意ください）。 

社会保険算定基礎届（提出期限７月１日～７月 1 ０日） 

 標準報酬月額は、毎月の社会保険料を計算するため、また年金や健康保険

の給付を計算するための基礎となる報酬額をいいます。標準報酬月額は、毎

月の給与ごとに変更するのは事務手続きが煩雑になるので、原則として毎年 1

回「定時改定」で変更されることになっています。この手続きが、「算定基礎届」の提出です。なお、大幅な昇給

や降給により固定的賃金が変動した場合には、月額変更届を提出することとなっています。算定基礎届は、毎

年７月１０日までに、所轄年金事務所（健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも）に提出する

必要があります。 《手続きの流れ》 

４月、５月、６月 

 

７月（原則 10日まで） 

 

１０月 

3 カ月分（注１）の給与の平均値を算出 算定基礎届を提出 
変更後の社会保険料 

を給与から控除 

https://sugiyama-office.p-kit.com/


 
2 

マイナンバー制度の導入により、平成 30年 3月から日本年金機構への被保険者の氏名変

更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。被保険者の氏名・住所の変更情報に

ついては、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構（J-LIS）

に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。協会けんぽでは日本年金

機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います。 

・氏名変更に係る事業主の皆様へお願い 

氏名変更届が不要となるため、届出によらない氏名変更の新しい保険証については、発行後事業主の皆様へ送付い

たします。新しい保険証が届きましたら、従業員の方へお伝えいただき、それまでお使いの旧保険証と交換の上、

お渡しください。旧保険証についてはお手数ですが、現行どおり日本年金機構までご返送くださいますよう、ご協

力をお願いします。なお、氏名変更後の新たな保険証のお届けから一か月程度経過しても、被保険者の

方から旧保険証の提出がない場合など、保険証の交換が出来ない場合はお手数ですがその旨を送付状に

ご記載のうえ、ご加入の協会けんぽ支部へ保険証をご返送ください。 

・郵送先（居所）の登録について 

住民票上の住所以外にお住まいの方は、協会けんぽや日本年金機構からお送りするお知らせの郵送先（居所）を登

録いただくことが可能です（健康保険･厚生年金被保険者及び被扶養配偶者に限ります。）。 

・ご注意ください！ 

①被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、従来同様に被扶養者異動届により変更

の届出を日本年金機構へお願いします。 

②被保険者の方であっても 70 歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については、氏名変更・住所変更の

届出省略ができない場合があります。詳しくはお近くの年金事務所までお問い合わせ下さい。 

お遍路にて～第 138回～ 

 梅雨の真っ只中です。この時期にお似合いの花と言えば、紫陽花です。色々な紫陽花が有り

ますが、挿し芽すると簡単に増やすことが出来ますので、毎年植木鉢が一つ増えていました。 

 しかし、昨年は、梅雨前にいきなり、真夏のような暖気が続き、花が咲く前にダメージを受け、葉も茶色

く変色してしまい、多くを枯らしてしまいました。しとしと降る雨に濡れていた紫陽花は遠い子供の頃の記

憶のようです。昨年の紫陽花は、早過ぎる真夏の到来に、必死で抵抗し、その甲斐もなく焼け

爛れた姿を、道々で晒していました。 

 あるタクシー会社の社長様は、ご子息を後継者にするために、同じ業種の他社に武者修行に行かせました。

その目的は、会社にある全ての仕事を経験させること。出す方の親御様も、行かれるご子息も相当なご心労

があったと思います。 

トイレ掃除から始め、酔い客への対応も求められる乗務員、苦情処理に追われる配車係など、全ての職種

を５年間で経験されました。そしてご子息は、社員様に優しい後継者に育って帰ってこられました。 

 「自分がやらなければならない仕事を、代わりに社員様がして頂いている」という気づきを得られたのだ

と思います。頭では理解しているように思えることを、腑に落とすという体験があったればこその気づきの

深さ。それが自然に体現された言動の柔らしさ。 

 社員様とその家族の人生を支えている会社の存在をしっかり自覚されており、更に

大きく社会貢献されることを念じる思いで一杯です。 

今月の格言「代わりにやって頂いていること」への感謝を忘れじと今朝も磨く便器 


